
森林生態系保護地域の設定について

Ⅰ 小笠原諸島森林生態系保護地域設定の特徴

１ 原則として、小笠原諸島の国有林野の全域を対象として「森林生態系保護

地域」を設定する。

２ 保存地区の森林管理に当たっては、固有の生物多様性と森林生態系を科学

的根拠に基づき、保全・修復するために必要と認められる行為のほかは、原

則として人手を加えずに自然の推移に委ねるものとする。

ただし、既設歩道等の維持修繕などは行うことができる。

３ 保存地区の利用については、原則として、既設の歩道等を利用することと

し、必要に応じ、森林生態系の保全について一定の見識を備えた者（例えば

自然ガイドなど）の同行の実施や利用の制限等を行うものとする。

４ 森林生態系保護地域設定後、関東森林管理局内に学識経験者他による常設

の「保全管理委員会（仮称 」を設置する。）

Ⅱ 国有林森林計画等樹立スケジュール（案）

（国有林の地域別の森林計画、地域管理経営計画、国有林野施業実施計画）

○ 公告・縦覧（関係省庁との連絡調整 ：平成 年 月 日から 日間） 18 11 6 30

○ 関東森林管理局意見処理委員会：平成 年 月 日18 12 7

○ 都及び関係市町村の意見聴取：平成 年 月 日18 12 8

○ 関東森林管理局国有林森林計画等検討委員会：平成 年 月 日18 12 15

○ 計画の樹立：平成 年 月 日18 12 25

○ 計画の公表及び都・市町村への通知：平成 年 月 日19 1 4

○ 計画の始期：平成 年 月 日19 4 1
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林野庁の事業について

関東森林管理局では、主に次のような事業を実施している。

１ 希少野生動植物の巡視

父島・母島の保護林及びその周辺において 「自然保護管理員」による巡視、

２ アカガシラカラスバト等の食餌植物の増殖

アカギ駆除跡地等に植栽する固有植物の苗木育成

３ アカガシラカラスバト調査

足輪を装着し、生態観察等を行うとともに、保護のための問題点等を検討

４ アカギ萌芽抑制試験モニタリング調査

アカギの根株を遮光シートで被覆し、その効果等について調査

５ アカギ駆除事業

約 でアカギの伐採、萌芽除去、稚幼樹抜き取り、固有種苗植栽等を実施21ha

６ 小笠原原生植生回復ボランティア

過去５回、内地から延べ 余名（現地 余名）が参加して実施180 60

また、本年度は新たに次の調査を行うこととした。

７ 小笠原群島アカギ繁茂調査

父島、母島におけるアカギの侵入面積・現存量を調査するとともに、今後のアカ

ギ対策を効果的、効率的に進めるに当たり、適切なアカギ除去速度（駆除の強度）

を、アカギの侵入密度、森林の再生、林地の保全、法的規制等の各種要件を踏まえ

検討

８ 小笠原諸島における外来植物調査

（ ）、 、モクマオウ リュウキュウマツを含む ギンネムを対象に空中写真から判読し

その分布状況を図化するとともに、父島におけるモクマオウ現存量を調査

また、モクマオウの除去対策（手法、順序等）及び除去対策事業試験（試験的実

施、モタリング手法等）を検討


